
　

年
４
回
に
分
け
て
の
お
支
払
い

で
す
。
65
歳
以
上
で
年
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
は
、「
年
金
か
ら

の
引
き
落
と
し
」
を
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

　

給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し
の
方

は
、
６
月
以
降
の
給
与
か
ら
毎
月

引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
年
の
途

中
で
退
職
等
さ
れ
た
場
合
は
、
退

職
時
に
残
り

の
税
額
を
一

括
で
引
き
落

と
し
さ
れ
る

か
、
納
付
書

で
納
め
て
い

た
だ
く
よ
う

に
な
り
ま
す
。

〈
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
で
き
ま
す
〉

　

金
融
機
関
や
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
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期
限
内
納
付
を
お
願
い
し
ま
す

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き

ま
す
。
取
扱
店
等
の
詳
細
は
、
納

付
書
の
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

〈
新
た
に
年
金
か
ら

引
き
落
と
し
さ
れ
る
方
〉

　

65
歳
以
上
（
昭
和
28
年
４
月
２

日
以
前
生
ま
れ
）
の
年
金
受
給
者

で
、
前
年
中
の
年
金
所
得
に
係
る

市
民
税
・
県
民
税
額
が
あ
る
方
で

す
。

　

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
は
、

10
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
、

30
年
度
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民

税
・
県
民
税
の
う
ち
半
分
を
第
１

期
、
第
２
期
の
２
回
に
分
け
て
納

付
書
（
口
座
振
替
登
録
済
の
場
合

は
口
座
振
替
）
で
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。
残
り
の
半
分
は
、
10
月

か
ら
年
金
よ
り
引
き
落
と
し
さ
れ

ま
す
。

〈
す
で
に
年
金
か
ら

引
き
落
と
し
さ
れ
て
い
る
方
〉

　

30
年
４
月
～
８
月
の
年
金
か
ら

は
、
前
年
度
分
の
公
的
年
金
等
に

係
る
市
民
税
・
県
民
税
の
２
分
の

１
に
相
当
す
る
額
が
、
30
年
度
の

仮
徴
収
分
と
し
て
引
き
落
と
し
さ

れ
ま
す
。

　

30
年
度
の
税
額
が
、
29
年
度
よ

り
も
増
減
し
た
場
合
は
、
10
月
以

降
に
引
き
落
と
し
さ
れ
る
税
額
で

調
整
さ
れ
ま
す
。

※
年
金
に
係
る
市
民
税
・
県
民
税

の
納
付
方
法
は
、
年
金
か
ら
の

引
き
落
と
し
以
外
は
選
択
で
き

ま
せ
ん
。
引
き
落
と
し
後
の
税

額
変
更
や
年
金
の
支
給
停
止
等

に
よ
り
、
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
に
変
更
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〈
年
金
所
得
者
に
係
る

申
告
に
つ
い
て
〉

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４

０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
等

配
当
割
額
・
株
式
等

譲
渡
所
得
割
額
の
控
除

　

配
当
や
株
式
等
譲
渡
所
得
の
あ

る
方
で
、
市
民
税
・
県
民
税
の
配

当
割
額
・
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額

が
あ
り
、
市
民
税
・
県
民
税
の
軽

減
ま
た
は
還
付
を
受
け
る
場
合
は
、

納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
ま
で

に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

期
限
ま
で
に
申
告
が
な
い
場
合

は
、
該
当
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
で
は
、
申
告
書
第
二

表
の
住
民
税
・
事
業
税
に
関
す

る
事
項
欄
に
記
入
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
申
告
し
た
株
式
等
譲
渡
所
得
や

配
当
所
得
は
、
国
民
健
康
保
険

税
や
介
護
保
険
料
の
算
定
基
礎

と
な
る
所
得
に
な
り
ま
す
。

納
付
方
法

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

の
場
合
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必

要
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
市
民

税・県
民
税
の
申
告
で
、医
療
費
や

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
等
の

所
得
控
除
を
追
加
し
て
申
告
す
る

こ
と
で
市
民
税
・
県
民
税
の
軽
減

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
の
申
告
期
限

　

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
で

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
申
告

し
て
い
な
い
方
は
、
７
月
2
日
㈪

ま
で
に
税
務
署
で
確
定
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

期
限
後
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、

市
民
税
・
県
民
税
で
控
除
さ
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
を
６
月
初
旬
に
発
送
し
ま
す
。
内
容
を
ご
確
認
の
上
、

ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

納　期
第 1期 7月 2日㈪
第 2期 8月31日㈮
第 3期 10月31日㈬
第 4期 1月31日㈭
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